
 
 

 
 

第１章 役員の選出 
 
第１条 常任理事は次の各号により選出し、総会の承認を

得なければならない。 
(1) 会則第１条の６学部門に所属する各専門別

評議員の互選により、解剖学２名（解剖学１

名、組織学１名）、生理学、生化学、病理学、

微生物学、薬理学から各１名を無記名投票に

より選出する。 

(2) ６学部門に所属しない評議員が常任理事を
選出する場合には、上記６学部門に所属する

評議員の中から１名を無記名投票により選

出する。 

(3) 編集担当常任理事は理事長が会員の中から
指名する。 

第２条 理事は、各歯科大学又は歯学部別に、当該歯科大

学又は歯学部に所属する評議員の互選により１名

を選出し、総会の承認を得なければならない。 
第３条 理事長および副理事長は、常任理事の中から全理

事の無記名投票により選出し、総会の承認を得な

ければならない。ただし、理事長及び副理事長の

選出に当たっては、形態系基礎歯科学（解剖学、

病理学、微生物学）と機能系基礎歯科学（生理学、

生化学、薬理学）より、交互に選出し、相互に異

なった系とする。 

第４条 監事は、評議員の中から2名連記無記名投票によ

り選出し、総会の承認を得なければならない。 

ただし、現職の理事は候補になることができない。 

第５条 常任理事、理事及び監事の任期は、会則第18条第

１項により３年とし、再選を妨げない。ただし、

引き続き３選する事はできない。 

第６条 理事長、副理事長、常任理事及び監事の選出にお

いて同数得票があるときは、年長者を優先するも

のとする。 

第７条 次の各号の一に該当する事態が生じた場合は、総

会の承認を得ることなく、常任理事会の議を経て、

会則第18条2項を準用し、当該役員を補充するこ

とができる。 

(1) 欠員が生じた場合 
(2) 常任理事及び監事にその職務の遂行が困

難と判断される事態が生じた場合 

2. 前項より補充される役員は次の各号に掲げ

る者とする。 

(1) 常任理事及び監事の場合は当該役員選出
時の次点得票者 

(2) 理事の場合は第２条により新たに選出さ
れた者 

3. 前項により補充された役員の職務は当該役
員の職務内容に準ずるものとする。 

第８条 役員の選出方法は別に定める。 

 

             第２章    評議員の選出 

 

第９条 評議員は本会正会員の中で次の各号を充たす者を

推薦により選出する。 

(1) 歯科大学又は歯学部において会則第1条の歯
科基礎専門別講座及び歯科基礎医学の研究

所又は研究施設等に所属する教授あるいは

それに準ずる職にある者。 

(2) 前号に準ずる資格を有し、毎年３月末日をも
って歯科基礎医学研究歴及び会員歴が共に

10年以上の者。 

(3) 前１，２号の規定にかかわらず、６学部門に
所属しない教授で会員歴が５年以上ある者。 

(4) 評議員の任期は、現職の在任期間とする。 
(5) 歯科基礎専門別講座の教授および准教授は、

就任の日から評議員となることができる。 

第１０条 新たに評議員を推薦する場合には、所定の様式に

より、推薦評議員２名連記による評議員推薦者と

研究業績目録を毎年４月１日より７月末日までに

理事長(学会事務局)に提出するものとする。 

第１１条 理事長は評議員の推薦を受けたときは、常任理事

会の議を経て理事会及び評議員会に諮り、総会の

承認を得るものとする。 

 

第３章   名誉会員、永年会員の推薦 

 

第１２条 会則第５条第２項により、名誉会員、永年会員の

推薦は次のとおりとする。 

1．次に掲げる次項の３つに該当する正会員を、名

誉会員に推薦することができる。 

(1) 正会員歴が25年以上の元評議員。 
(2) 歯科基礎医学の学術研究及び教育上顕著な

功績があった者。 

(3) 学術大会会頭、常任理事あるいは監事として
本学会の運営に著しく貢献した者。 

歯科基礎医学会会則施行細則 



 
 

2．次に掲げる次項の２つに該当する正会員を、永

年会員に推薦することができる。 

(1) 年齢60歳以上で、正会員歴が15年以上の会員。 
(2) 歯科基礎医学の学術研究及び教育上顕著な
功績があった者。 

第１３条 前条の推薦を行う場合は、評議員3名連記による

推薦書を毎年4月1日から7月末日までに理事長

(学会事務局)に提出するものとする。 

第１４条 理事長は理事会の議を経て名誉会員、永年会員を

決定し、評議員会及び総会に報告する。 

 

第4章   常任理事の職務分掌 
 
第１５条 以下に規定する各職務はそれぞれ委員会を組織し、

それぞれの委員会には副理事長および担当常任理

事が委員長となる｡ 
1.  庶務 － 常任理事会､理事会､評議員会､総

会の開催､選挙管理および広報事業ならび

に内外の関連機関および研究機関との渉

外など総務職務を担当する。 
2.  教育 － 歯科基礎医学各学科目の教育・研

究に関する事項を検討し､また､用語の整

備等をはかる。 
3.  企画 － 学術大会、評議員会など学会の諸

事業を企画し推進するとともに､会員の増

強をはかる。 
4.  会則 －事業を円滑かつ確実に推進するた

め､本学会の会則ならびに施行細則につい

て、検討する。 
5.  財務 － 本学会の会計全般、学会の収入・

支出を健全ならしめ学会の財産管理およ

び運営を行う｡ 
6.  編集 － 本学会機関紙「歯科基礎医学会雑

誌」の発行に関わる全ての職務を行う。 
7.  将来構想－ 本学会の将来的な在り方につ

いて検討する。 
 

第5章   学術大会の運営 
 
第１６条  学術大会の企画､立案および運営に伴う会務は､

会頭がこれを総理する。 
第１７条  会頭は、その会務の実行を補佐するために準備委

員長をおくことができる｡ 
第１８条 学術大会の企画および運営については、あらかじ

め本会常任理事会と協議するものとする｡ 
第１９条 学術大会の会期日程は､２日以上とする。 
第２０条 学術大会開催に関する予告は､開催当該年発行の

機関誌及びホームページ上に掲示する。 
第２１条 学術大会に要する経費は､本会からの総会補助金

および大会参加者の登録費ならびに寄付金などを

もってこれに当てるものとする。なお登録費等の

金額ならびにその徴収方法は､会頭がこれを定め

る｡ 
 

第６章   学会賞の選考 
 
第２２条  本賞は、歯科基礎医学会賞（「以下､学会賞」）

と称する。 
１． 本賞は、歯科基礎医学その他､これに関連した

領域において､国内で行われた研究に関する

優秀な論文に贈るものである。 
２． 選考の対象は、応募年度を除く過去3年間（最
終年度の３月まで）に本学会学術大会で発表

されていることに加え、同期間中に本学会誌

または国内外の学術雑誌に掲載・公表（in 
pressを除く）された原著論文とする。 

３． 応募資格は､応募締切時に継続して２年以上

の会員歴を有し、かつ４０歳未満の本学会員

とする。なお、会員歴に単年度会員は含めな

い。 
４． 賞の選考は、学会賞選考委員会においてこれ

を行う｡ 
５． 本賞の選考は､毎年１回行い、若干名を選出す
る。 

６．  本賞の授与は､毎年総会時においてこれを行
う。 

７．  学会賞副賞として、賞金１０万円を授与する。 
８．  本賞の選考に関わる細目は､別に定める。 

 
   付 １）本賞は、歯科基礎医学会創立３０周年記念事業

として、昭和６３年１０月９日に創設する｡ 
２）本賞の基金は、福島万寿雄研究基金､覚道幸男

研究基金､見明  清研究基金、成瀬  悟研究基
金、太田義邦研究基金ならびに本学会事業基

金から成り、その事業は本学会会計を以って

行う。 
３）本規定は評議員会において改定することがで

きる｡ 



 
 

４）本規定は昭和６３年１０月９日から施行する。 
５）本規定は平成４年１０月１５日に施行する。 
６）本規定は平成５年１０月１３日に施行する。 
７）本規定は平成７年９月２３日に施行する。 
８）本規定は平成１０年４月１日に施行する。 
９）本規定は平成１７年９月２９日に施行する。 
 
第７章   学術賞の選考 

 
第２３条  本賞は、歯科基礎医学会ライオン学術賞（「以下､

ライオン賞」）と称する。 
1．本賞は、歯科基礎医学会分野において、国際レベ
ルの卓越した研究成果を挙げ、歯科医学の発展・

進歩に多大に寄与した本学会員の功績を称える。 
   2．受賞者は毎年若干名とする。 
   3．応募者の資格は，歯科基礎医学の分野で、過去５

年間に国際的に優れた研究業績を挙げた会員で、応

募締切時に継続して10年以上の会員歴を有し、か
つ55歳未満の本学会員とする。 

   4．受賞者は総会で表彰し、受賞内容は学会誌上に公
表する。 

   5．本賞の賞金と副賞は、賞金20万円（１名当たり）
と副賞として盾（LION Awardを銘記）を贈る。 

   6．本賞の選考は、本学会の評議員で構成する選考委
員による第１段審査、海外の専門家による評価およ

び常任理事で構成する選考委員による第２段審査

によって行う。 
第２４条 本賞は、「歯科基礎医学会優秀ポスター発表賞」

【英文名： Best Poster Presentation Award】（以
下、「優秀ポスター発表賞」という）と称する。 

1．本賞は、本学会学術大会において優れた成果を発
表した若手研究者を表彰するもので、将来を担う

会員の研究を奨励し優れた発表を促すことで、学

術大会ならびに総会の活性化および歯科基礎医

学の発展に貢献することを目的とする。 
   2．本賞は、学術大会におけるポスター発表者のうち、

内規に定める受賞資格を有し、あらかじめ演題申し

込み時に応募した者の中からその研究内容、研究の

将来性と独創性及びプレゼンテーション能力を評

価の対象として選考する。 
   3．選考は、当該年度の学術大会会頭が指名する委員

を持って構成される「歯科基礎医学会優秀ポスター

発表賞選考委員会」（以下、「選考委員会」という）

が行い、別に定める「優秀ポスター発表賞受賞候補

者選考内規」に従って受賞者を決定する。 
   4．本規定の改廃は、理事会の議を経て行われる。 

 
第８章   投票による役員等の選出方法 

 
第２５条  投票に関する規定は次の通りとする。 

（１） 投票は、無記名投票とする。 
（２） 被選挙権者の記名は性と名のみを記入する。 
（３） 定数（選出すべき人数）以内を記名した場

合は､その投票を有効とする｡ただし、定数

を超えて記名した場合は､その投票を無効

とする。 
（４） 被選挙権のない者の氏名が記載されている

場合は、その者のみを無効とし、他は有効

とする。 
（５） 任期中に満66歳に達する会員は、役員に選

出されないものとする。 
（６） その他、投票に関して疑義が生じた場合に

は、選挙管理委員会委員長の判断に委ねる。 
 

第９章    付     則 
 
第２６条 本諸規定の変更は理事会および評議員会の議決

に基づき総会の承認を得なければならない。 
２． 本規定は昭和36年10月20日より施行する。 
３． 本規定は昭和39年11月6日より施行する。 
４． 本規定は昭和45年11月22日より施行する。 
５． 本規定は昭和53年9月23日より施行する。 
６． 本規定は昭和57年10月１日より施行する。 
７． 本規定は昭和58年10月1日より施行する。 
８． 本規定は昭和59年10月１日より施行する。 
９． 本規定は昭和63年４月１日より施行する。 
10． 本規定は平成３年４月１日より施行する。 
11． 本規定は平成４年10月15日より施行する。 
12． 本規定は平成７年９月23日より施行する。 
13． 本規定は平成10年４月１日より施行する。 
14． 本規定は平成 11年9月24日より施行する。 
15． 本規定は平成12年9月30日より施行する。 
16． 本規定は平成16年9月23日より施行する。 
17． 本規定は平成17年9月29日より施行する。 
18． 本規定は平成18年9月22日より施行する。 
19． 本規定は平成22年9月22日より施行する。 
20．本規定は平成23年10月1日より施行する。 


